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宿
蔵
物
の
保
護
に
関
す
る
一
考
察

松

田

日不

晃

宿蔵物の保護に関する一考察

　
現
行
の
文
化
財
保
護
法
は
、
同
法
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
文
化
財
の
種
類
と
し
て
、
有
形
文
化
財
（
建
造
物
・
絵
画
・
彫

刻
・
工
芸
品
・
書
跡
・
典
籍
・
古
文
書
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
や
考
古
・
歴
史
資
料
）
、
無
形
文
化
財
（
演
劇
・
音
楽
・
工
芸
技
術
そ
の
他
の
無

形
の
文
化
的
所
産
）
、
民
俗
文
化
財
（
衣
食
住
・
生
業
・
信
仰
・
年
中
行
事
等
に
関
す
る
風
俗
慣
習
、
民
俗
芸
能
及
び
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
る
衣
服
・
器

具
・
家
屋
等
の
物
件
）
、
記
念
物
（
員
塚
・
古
墳
・
都
城
跡
・
城
跡
・
旧
宅
等
の
遺
跡
や
庭
園
・
橋
梁
・
峡
谷
・
海
浜
・
山
岳
等
の
名
勝
地
、
植
物
、
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

質
鉱
物
）
、
伝
統
的
建
造
物
群
の
五
種
を
定
め
、
さ
ら
に
埋
蔵
文
化
財
の
保
護
措
置
も
規
定
し
て
い
る
。
わ
が
古
代
国
家
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
体
系
的
で
か
つ
明
瞭
に
文
化
財
の
保
護
を
謳
っ
た
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
出
土
し
た
埋
蔵
物

の
処
置
等
に
つ
い
て
は
、
陵
塚
墳
墓
の
侵
害
を
防
止
す
る
意
味
か
ら
も
、
律
令
の
厳
密
に
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し

た
わ
が
古
代
国
家
に
お
け
る
埋
蔵
物
な
ら
び
に
山
陵
塚
墓
の
保
護
を
め
ぐ
る
問
題
を
と
り
あ
げ
、
母
法
た
る
大
陸
の
制
と
の
意
識
の
相
違

を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

399



法学研究69巻1号（’96＝1）

一

　
宿
蔵
物
、
す
な
わ
ち
埋
蔵
物
の
物
権
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
「
雑
令
」
宿
蔵
物
条
に
、

　
凡
於
官
地
得
宿
蔵
物
者
、
皆
入
得
人
、
於
他
人
私
地
得
、
与
地
主
中
分
之
、
得
古
器
形
製
異
者
、
悉
送
官
酬
直
、

と
あ
り
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
土
地
の
所
有
形
態
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
発
見
場
所
が
官
有
地
も
し
く
は
発
見
者
本
人
の
私
有
地
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
る
場
合
、
当
該
宿
蔵
物
は
発
見
者
が
取
得
し
う
る
が
、
他
人
の
地
に
お
い
て
発
見
し
た
場
合
は
、
地
主
と
発
見
者
の
折
半
と
な
る
。
ま

た
公
私
い
ず
れ
の
地
に
お
い
て
も
、
「
形
製
異
」
す
な
わ
ち
珍
奇
な
形
容
の
古
器
が
発
見
さ
れ
た
際
は
す
べ
て
こ
れ
を
官
に
提
出
さ
せ
、

官
は
相
応
の
価
格
を
報
酬
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
地
主
と
の
折
半
を
嫌
っ
て
隠
匿
し
た
り
、
珍
奇
な

古
器
の
提
出
を
怠
っ
た
場
合
は
、
日
本
律
で
は
逸
し
て
い
る
が
、
『
唐
律
疏
議
』
雑
律
得
宿
蔵
物
条
に
、

　
諸
於
他
人
地
内
、
得
宿
蔵
物
、
隠
而
不
送
者
、
計
合
還
主
之
分
、
坐
賑
論
、
減
三
等
、
若
得
古
器
形
制
異
、
而
不
送
官
者
、
罪
亦
如
之
、

　
　
　
疏
議
日
、
謂
凡
人
於
他
人
地
内
、
得
宿
蔵
物
者
、
依
令
合
与
地
主
中
分
、
若
有
隠
而
不
送
、
計
応
合
還
主
之
分
、
坐
鍼
論
、
減
三
等
、
罪
止
徒
一

　
　
　
年
半
、
注
云
、
若
得
古
器
形
制
異
、
而
不
送
官
者
、
謂
得
古
器
鍾
鼎
之
類
、
形
製
異
於
常
者
、
即
準
所
得
之
器
、
坐
鍼
論
減
三
等
、
故
云
罪
亦
如

　
　
　
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
坐
賑
論
す
な
わ
ち
「
雑
律
」
坐
賑
致
罪
条
の
規
定
よ
り
三
等
を
減
じ
、
隠
匿
物
の
多
寡
に
応
じ
て
徒
一
年
半
を
限
度

と
す
る
刑
が
科
せ
ら
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　
な
お
宿
蔵
物
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
「
雑
令
」
宿
蔵
物
条
義
解
に
、

　
昔
人
以
鏡
劔
金
銀
等
器
、
於
地
蔵
埋
、
及
喪
乱
遺
落
、
為
図
土
埋
没
、
時
代
久
遠
、
不
知
財
主
、

と
あ
り
、
具
体
例
と
し
て
「
鏡
劔
金
銀
等
器
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
条
義
解
は
ま
た
「
古
器
形
製
異
」
に
つ
い
て
も
、

　
古
時
鐘
鼎
之
類
、
形
製
異
於
常
者
也
、
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と
し
て
「
鐘
鼎
」
の
名
を
掲
げ
て
い
る
の
で
、
本
条
に
い
う
宿
蔵
物
は
主
と
し
て
出
土
金
属
製
品
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
ら
し
き
こ
と
を

推
測
し
う
る
。
そ
こ
で
国
史
等
に
記
さ
れ
た
埋
蔵
物
出
土
の
例
を
探
す
と
、
『
続
日
本
紀
』
巻
六
、
和
銅
六
年
七
月
丁
卯
条
に
、

　
大
倭
国
宇
太
郡
波
阪
郷
人
、
大
初
位
上
村
君
東
人
、
得
銅
鐸
於
長
岡
野
地
而
献
之
、
高
三
尺
、
口
径
一
尺
、
其
制
異
常
、
音
協
律
呂
、
勅
所
司
蔵
之
、

と
見
え
、
ま
た
『
日
本
紀
略
』
前
篇
十
四
、
弘
仁
十
二
年
五
月
丙
午
条
に
、

　
播
磨
国
、
有
人
掘
地
、
獲
一
銅
鐸
、
高
三
尺
八
寸
、
口
径
一
尺
二
寸
、
道
人
云
、
阿
育
王
塔
鐸
、

と
あ
り
、
さ
ら
に
『
日
本
三
代
実
録
』
巻
四
、
貞
観
二
年
八
月
十
四
日
辛
卯
条
に
も
、

　
参
河
国
献
銅
鐸
一
、
高
三
尺
四
寸
、
径
一
尺
四
寸
、
於
渥
美
郡
村
松
山
中
獲
之
、
或
日
、
是
阿
育
王
之
宝
鐸
也
、

と
記
さ
れ
る
な
ど
、
銅
鐸
の
出
土
例
が
散
見
す
る
。

　
ま
た
『
日
本
三
代
実
録
』
巻
十
六
、
貞
観
十
一
年
七
月
八
日
甲
子
条
に
は
、

　
大
和
国
十
市
郡
椋
橋
山
河
岸
崩
裂
、
高
二
丈
、
深
一
丈
二
尺
、
其
中
有
鏡
一
、
広
一
尺
七
寸
、
採
而
献
之
、

と
し
て
鏡
が
発
見
さ
れ
、
『
日
本
紀
略
』
後
篇
九
、
永
延
元
年
三
月
十
六
日
戊
寅
条
に
は
、

　
右
大
臣
以
下
参
侯
座
、
定
申
賀
茂
上
社
禰
宜
賀
茂
在
実
於
社
頭
鳥
居
側
掘
往
古
銭
七
百
八
十
二
文
、
献
公
家
、
其
文
有
三
、
和
銅
開
珍
、
万
年
通
宝
、

　
神
功
開
宝
、
召
神
祇
官
陰
陽
寮
、
令
占
卜
之
可
通
用
否
事
、
又
令
下
諸
道
勘
申
之
、

と
い
う
古
銭
の
出
土
記
事
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
『
扶
桑
略
紀
』
巻
二
十
八
に
は
、

　
長
元
十
年
三
月
一
日
、
摂
津
国
献
銅
金
師
子
、
掘
出
也
、

と
あ
っ
て
「
銅
金
師
子
」
を
献
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
『
百
錬
抄
』
第
八
に
は
安
元
元
年
七
月
に
銅
鉾
が
出
土
し
た
こ

と
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
出
土
物
と
し
て
記
録
に
留
め
ら
れ
た
も
の
は
金
属
製
品
が
頗
る
多
い
の
で
あ
る
。
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
こ
ろ
で
、
「
形
製
異
」
な
る
宿
蔵
物
と
同
様
、
通
常
と
異
な
る
物
が
出
現
し
た
場
合
に
特
別
な
対
処
を
し
た
も
の
に
祥
瑞
が
あ
る
。

祥
瑞
に
関
し
て
は
「
儀
制
令
」
祥
瑞
条
に
出
現
の
際
の
処
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
祥
瑞
出
現
の
実
例
を
み
る
と
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
瑞
雲
や
白
亀
・
木
蓮
理
な
ど
、
自
然
現
象
や
動
植
物
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
前
述
の
ご
と
く
出
土
金
属
製
品
を
念
頭
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
た
宿
蔵
物
報
告
制
と
は
対
称
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
「
治
部
式
」
祥
瑞
条
に
記
さ
れ
た
例
示
を
み
る
と
、
自
然
現

象
や
動
植
物
の
ほ
か
に
金
石
類
な
ど
も
あ
り
、
な
か
で
も
宿
蔵
物
の
規
定
中
に
も
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
「
鼎
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
（
7
）

注
目
に
値
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
祥
瑞
は
天
人
相
関
の
思
想
に
基
づ
き
、
天
が
王
者
の
徳
に
感
応
し
て
出
現
せ
し
め
た
と
さ
れ
る
も
の
で

　
　
（
8
）

あ
っ
て
、
「
昔
人
以
鏡
劔
金
銀
等
器
、
於
地
蔵
埋
、
及
喪
乱
遺
落
、
為
図
土
埋
没
、
」
と
い
う
経
緯
を
持
つ
宿
蔵
物
と
は
全
く
異
な
っ
た
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
も
の
で
あ
る
が
、
祥
瑞
・
宿
蔵
物
と
も
わ
が
国
と
同
様
な
規
定
を
持
つ
唐
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
「
霊
宝
、
陪
桃
林
県
、
天
宝
元
年
以
掘
徳
宝
符
、
改
為
霊
宝
県
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
「
宝
鼎
、
漢
扮
陰
県
、
階
属
泰
州
、
貞
観
十
七
年
廃
泰
州
県
来
属
、
開
元
十
一
年
玄
宗
祀
后
土
獲
宝
鼎
、
因
改
為
宝
鼎
、
」

の
よ
う
に
、
鼎
や
宝
符
の
出
土
を
契
機
と
し
て
地
名
の
変
更
が
な
さ
れ
た
例
が
あ
る
な
ど
、
特
に
金
石
類
が
出
現
し
た
場
合
、
祥
瑞
か
宿

蔵
物
か
の
判
断
は
簡
単
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
わ
が
国
に
あ
っ
て
は
、
中
国
の
よ
う
に
鼎
が
埋
納
さ
れ
る
可
能

性
は
薄
く
、
む
し
ろ
王
権
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
大
陸
に
お
け
る
鼎
の
ご
と
き
立
場
に
あ
っ
た
銅
鏡
の
ほ
う
が
、
祥
瑞
と
し
て
も
相
応
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
筈
で
あ
る
が
、
前
述
の
ご
と
く
わ
が
国
の
関
係
規
定
は
基
本
的
に
唐
制
に
倣
っ
て
お
り
、
実
際
の
祥
瑞
認
定
に
際
し
て
も
漢
籍
に
依
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
て
い
る
た
め
、
銅
鏡
が
宿
蔵
物
と
し
て
提
出
さ
れ
た
例
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
祥
瑞
と
認
定
し
た
例
は
見
な
い
の
で
あ
る
。
鏡
が
祥

瑞
の
例
に
加
わ
ら
な
い
の
は
、
恐
ら
く
そ
れ
を
化
粧
道
具
の
一
つ
と
す
る
中
国
的
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
わ
が
国
が
こ
れ
を
改

正
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
の
場
合
、
金
石
は
鉱
物
な
ど
特
別
な
場
合
を
除
い
て
人
為
的
な
も
の
と
捉
え
、
天
の

402



意
志
に
よ
る
出
現
と
一
線
を
画
そ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
承
和
六
年
に
鎌
や
鋒
に
似
た
石
が
数
十
枚
発
見
さ
れ
た
際
、
勅
を

発
し
て
陸
奥
・
出
羽
・
大
宰
府
を
警
戒
さ
せ
る
と
と
も
に
「
転
禍
為
福
」
を
神
仏
に
祈
願
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
自
然
限
石
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

天
下
っ
た
と
理
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
出
土
物
を
原
則
と
し
て
す
べ
て
宿
蔵
物
と
し
て
扱
う
と
し
て
も
、
な
お
宿
蔵
物
発
見
後
の
処
置
に
つ
い
て
、

「
形
制
」
の
通
常
か
異
常
か
の
判
断
は
発
見
者
を
し
て
十
分
悩
ま
せ
る
に
足
り
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
金
属
製
古
器
の
出
土
に
遭

遇
す
る
こ
と
な
ど
、
一
般
に
は
希
な
筈
で
あ
り
、
ま
し
て
や
前
述
の
ご
と
く
「
形
制
異
」
な
る
古
器
の
提
出
を
怠
っ
た
場
合
、
徒
一
年
以

下
に
処
せ
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
判
断
は
最
初
か
ら
官
に
委
ね
た
方
が
無
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
雑
令
」
宿
蔵
物
条
の
規
定

は
、
実
質
的
に
出
土
埋
蔵
物
の
報
告
制
度
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

三

宿蔵物の保護に関する一考察

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
出
土
物
の
報
告
・
提
出
制
が
、
わ
が
国
の
場
合
祥
瑞
と
は
無
関
係
で
、
瑞
兆
の
発
見
を
促
進
す
る
と
い
う
よ
う

な
効
果
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
埋
蔵
物
の
出
土
地
が
古
跡
や
陵
墓
・
墳
墓
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
多
言
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
再
び
大
陸
の
例
を

参
照
す
る
と
、
た
と
え
ば
『
唐
会
要
』
巻
十
上
、
雑
録
に
、

　
初
有
司
奏
設
壇
、
掘
地
獲
古
銅
鼎
二
、
其
大
者
容
四
升
、
小
者
容
一
升
、
色
皆
青
、
又
獲
古
碑
、
長
九
寸
、
有
笈
『
千
秋
万
歳
』
字
、
及
『
長
楽
未

　
央
』
字
、

と
あ
り
、
ま
た
『
旧
唐
書
』
五
行
志
に
も
、

　
宝
暦
二
年
五
月
、
神
策
軍
修
苑
内
古
漢
宮
、
掘
得
白
玉
鉢
、
其
長
六
尺
、
以
献
、
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と
い
う
記
事
が
記
さ
れ
る
な
ど
、
自
然
出
土
以
外
の
埋
蔵
物
発
見
例
が
散
見
す
る
が
、
さ
ら
に
陵
塚
墳
墓
の
副
葬
品
を
狙
っ
た
発
掘
と
な

る
と
、
後
掲
す
る
『
後
漢
書
』
や
『
三
国
志
』
等
に
記
さ
れ
た
董
卓
・
曹
操
の
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
晋
書
』
に
は
、
皇
甫
泌
阻
伝
に

「
豊
財
厚
葬
、
以
啓
好
心
。
或
剖
破
棺
榔
、
或
牽
曳
形
骸
、
或
剥
腎
将
金
杯
、
或
椚
腸
求
珠
玉
。
焚
如
之
刑
、
不
痛
干
是
。
」
と
あ
り
、
孝

慰
帝
紀
（
建
興
一
二
年
六
月
）
に
も
「
盗
発
漢
覇
、
杜
二
陵
及
薄
太
后
陵
、
太
后
面
如
生
、
得
金
玉
采
鳥
不
可
勝
記
、
」
と
記
さ
れ
、
さ
ら
に

劉
曜
載
記
に
「
貧
而
無
礼
、
既
王
有
十
州
之
地
、
金
吊
珠
玉
及
外
国
珍
奇
異
貨
不
可
勝
記
、
而
猶
以
為
不
足
、
異
代
帝
王
及
先
賢
陵
墓
靡

不
発
掘
、
而
取
其
宝
貨
焉
」
と
み
え
、
ま
た
『
陳
書
』
に
は
、
世
祖
紀
に
「
大
獲
晋
右
将
軍
王
義
之
書
及
諸
名
賢
遺
跡
」
と
あ
り
、
始
興

王
叔
陵
伝
に
も
「
好
遊
家
墓
間
、
遇
有
螢
喪
主
名
可
知
者
、
輯
令
左
右
発
掘
、
取
其
石
志
古
器
井
骸
骨
肘
脛
、
持
為
玩
弄
、
」
と
記
さ
れ

る
な
ど
、
枚
挙
に
暇
も
な
い
程
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
律
令
は
こ
れ
ら
陵
塚
墓
の
盗
掘
と
殿
損
に
厳
し
く
対
処
し
た
規
定
を
設
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
わ
が
日
本
法
に
も
継
受

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
賊
盗
律
」
発
塚
条
に
、

　
凡
発
塚
者
、
徒
三
年
、
発
撤
即
坐
、
已
開
棺
榔
者
、
遠
流
、
㎜
配
鵬
棺
鮪
繍
賭
桝
麗
顯
棺
発
而
未
撤
者
、
徒
二
年
、
耀
碧
鮮
醗
翻
而
其
塚
先
穿
、
及
未
積
、
而

　
盗
屍
枢
者
、
徒
一
年
半
、
獄
颯
鰍
努
此
蝟
肝
概
紬
鵬
縮
町
畑
賄
鼎
敏
堵
鍵
緻
蘇
懸
ガ
瑚
嚴
㈱
雇
鮒
齪
緬
沫
鰍
調
鮒
而
鵬
硯
臨
輻
鶴
鰐
鰹
堵
翫
蜘
鷹
獅
射
鳳
緻
嚇
状
私
覗
f
賊
灘
調
拠
緻

　
畿
噂
叛
嫁
則
醐
粧
鰍
伺
観
ユ
㌍
鞠
振
バ
焼
諏
黙
簾
殖
黙
㌔
㈱
堀
ひ
解
梗
掘
猟
耀
糖
構
副
鴎
號
醇
醐
セ
醐
奮
顯
鰍
躰
椴
に
塒
甜
靴
ガ
兜
瀾
期
鄭
酩
即
猿
蜥
町
脚
風
旭
盗
衣
服
者
、
減
一
等
、

　
器
物
者
以
盗
論
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
あ
り
、
塚
墓
を
暴
け
ば
墓
室
に
到
達
せ
ず
と
も
徒
二
年
、
墓
室
に
至
れ
ば
徒
三
年
、
さ
ら
に
開
棺
す
れ
ば
遠
流
と
す
る
が
、
発
塚
に
際

し
て
す
で
に
開
け
ら
れ
て
い
た
穴
を
利
用
し
た
り
、
埋
葬
前
の
塚
墓
か
ら
棺
を
盗
み
出
そ
う
と
し
た
場
合
は
徒
一
年
半
、
衣
服
を
盗
ん
だ

場
合
は
一
等
を
減
ず
る
と
し
、
他
の
器
物
を
取
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
「
以
盗
論
」
す
な
わ
ち
「
賊
盗
律
」
窟
盗
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
賊
盗
律
」
穿
地
条
に
は
、
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凡
穿
地
得
死
人
不
更
埋
、
及
於
塚
墓
燃
狐
狢
、
而
焼
棺
榔
者
、
杖
一
百
、
輔
貯
咽
鵬
跳
師
柵
殿
熱
献
襯
獅
撒
蜥
魍
邸
脚
腿
朧
報
口
其
焼
屍
者
徒
一
年
、
五
等
以

　
上
尊
長
加
二
等
、
卑
幼
依
凡
人
減
二
等
、
若
子
孫
於
祖
父
々
母
々
、
家
人
奴
埠
於
主
、
煙
狐
狢
者
、
徒
一
年
、
焼
棺
榔
者
、
徒
二
年
、
焼
屍
者
、
徒
三

　
年
、
獺
耐
餅
燃
鱒
薦
ゲ
細
類
狐

と
あ
っ
て
、
遺
体
を
掘
り
出
し
た
の
ち
放
置
し
た
り
、
狐
狢
を
燃
す
た
め
に
塚
墓
の
上
で
火
を
使
い
、
棺
榔
を
焼
損
し
た
場
合
に
は
杖
一

百
、
遺
体
を
傷
め
れ
ば
徒
一
年
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
「
雑
律
」
殿
人
碑
硯
条
逸
文
（
唐
律
）
に
は
、

　
諸
殿
人
碑
硯
及
石
獣
者
、
徒
一
年
、
即
殿
人
廟
主
者
、
加
一
等
、
其
有
用
功
修
造
之
物
、
而
故
損
殿
者
、
計
庸
坐
賑
論
、
各
令
修
立
、
誤
損
殿
者
、
但

　
令
修
立
、
不
坐
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
し
て
、
塚
墓
に
建
て
ら
れ
た
碑
を
段
損
す
れ
ば
徒
一
年
、
ま
た
「
戸
婚
律
」
盗
耕
人
墓
地
条
逸
文
（
唐
律
・
政
事
要
略
）
に
は
、

　
凡
盗
耕
人
墓
地
杖
六
十
、
傷
墳
者
、
杖
｝
百
、
噸
鵬
縫
舵
頗
訣
洗
為
即
盗
葬
他
人
地
者
答
五
十
、
墓
地
加
一
等
、
矧
御
婚
鋸
鵬
幅
緋
弛
鳳
囎
榊
舘
鵬
畑
せ
賭

　
鱗
牌
端
馳
汰
微
儲
跡
關
驚
薪
若
不
識
盗
葬
者
、
告
里
長
移
埋
、
違
者
答
二
十
、
鄙
瀦
師
舗
臆
次
即
無
処
移
埋
者
、
聴
於
地
主
口
分
内
埋
之
、

と
あ
り
、
他
人
の
墓
地
を
耕
作
す
れ
ば
杖
六
十
、
墳
墓
の
損
傷
に
至
れ
ば
杖
一
百
な
ど
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
ま
た
山
陵
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
「
名
例
律
」
が
記
す
ご
と
く
計
画
の
み
で
も
謀
大
逆
と
し
て
絞
刑
、
実
行
す
れ
ば
大
逆
と
し
て
斬
刑

に
処
せ
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
兆
域
に
侵
入
す
る
の
み
で
も
、
「
衛
禁
律
」
閾
入
山
陵
兆
域
門
条
逸
文
（
唐
律
・
政
事
要
略
）
に
、

　
凡
閑
入
山
陵
兆
域
門
者
、
答
五
十
、
糊
樹
鯛
跳
激
越
垣
者
、
杖
一
百
、
陵
戸
不
覚
者
、
減
二
等
、
謂
、
専
当
者
、
公
卿
又
減
一
等
、
謂
、
親
監
当
者
、
故
縦

　
者
、
各
与
同
罪
、
余
条
守
衛
及
監
門
、
各
準
此
、

と
あ
る
ご
と
く
、
門
よ
り
關
入
す
れ
ば
答
五
十
、
垣
を
越
え
れ
ば
杖
一
百
と
い
う
刑
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
山
陵
内
の
草
木
を
盗
ん
だ
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
も
杖
一
百
な
ど
の
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
は
お
お
む
ね
母
法
た
る
唐
律
の
方
が
重
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
律
全
般
に
現
れ
て
い
る
も
の
で
は
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あ
る
が
、
特
に
盗
掘
の
処
罰
に
つ
い
て
そ
の
理
由
を
考
え
る
と
、
中
国
の
場
合
、
中
山
王
墓
や
始
皇
帝
陵
、
満
城
漢
墓
等
々
の
例
を
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ま
で
も
な
く
厚
葬
の
陵
墓
・
塚
墓
が
盛
行
し
、
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
副
葬
品
を
狙
っ
た
盗
掘
も
横
行
し
て
、
「
今
日
入
而
明
日
発
」

と
い
う
有
り
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
わ
が
国
で
は
、
陵
墓
・
墳
墓
と
も
副
葬
品
の
量
は
中
国
の
そ
れ
と
比
較
に
な
ら
ぬ
程
で
、
質
の

点
で
も
概
ね
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
状
況
に
あ
り
、
ま
た
後
述
の
ご
と
く
山
陵
塚
墓
の
侵
害
に
対
す
る
社
会
的
非
難
も
無
視
し
え
ぬ
も
の

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
社
会
状
況
が
両
国
間
の
量
刑
の
差
に
反
映
し
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
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四

　
と
こ
ろ
で
、
厚
葬
の
風
に
対
す
る
為
政
者
の
危
惧
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、

詔
は
検
討
に
値
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
甲
申
条
に
、

大
化
二
年
三
月
に
改
新
政
府
が
発
し
た
い
わ
ゆ
る
薄
葬

甲
申
。
詔
日
、
朕
聞
、
西
土
之
君
戒
其
民
日
、
古
之
葬
者
、
因
高
為
墓
、
不
封
不
樹
、
棺
榔
足
以
朽
骨
、
衣
衿
足
以
朽
完
而
已
。
故
吾
営
此
丘
嘘
不
食

之
地
、
欲
使
易
代
之
後
不
知
其
所
。
無
蔵
金
銀
銅
鉄
、
一
以
瓦
器
合
古
塗
車
鶉
霊
之
義
。
棺
漆
際
会
、
三
過
飯
、
含
無
以
珠
玉
、
無
施
珠
儒
、
玉
厘
、

諸
愚
俗
所
為
也
。
又
日
、
夫
葬
者
蔵
也
、
欲
人
之
不
得
見
也
。
酒
者
我
民
貧
絶
、
専
由
営
墓
、
震
陳
其
制
尊
卑
使
別
、
夫
王
以
上
之
墓
者
、
其
内
長
九

尺
、
潤
五
尺
、
其
外
域
方
九
尋
、
高
五
尋
、
役
一
千
人
、
七
目
使
詑
、
其
葬
時
帷
帳
等
用
白
布
、
有
轄
車
、
上
臣
之
墓
者
、
其
内
長
潤
及
高
皆
准
於
上
、

其
外
域
方
七
尋
、
高
三
尋
、
役
五
百
人
、
五
日
使
詑
、
其
葬
時
帷
帳
等
用
白
布
、
担
而
行
之
、
酪
猷
訓
鶉
担
輿
下
臣
之
墓
者
、
其
内
長
潤
及
高
皆
准
於
上
、

其
外
域
方
五
尋
、
高
二
尋
半
、
役
二
百
五
十
人
、
三
日
使
詑
、
其
葬
時
帷
帳
等
用
白
布
、
亦
准
於
上
、
大
仁
、
小
仁
之
墓
者
、
其
内
長
九
尺
、
高
潤
各

四
尺
、
不
封
使
平
、
役
一
百
人
、
一
日
使
詑
、
大
礼
以
下
小
智
以
上
之
墓
者
、
皆
准
大
仁
、
役
五
十
人
、
一
日
使
詑
、

凡
王
以
下
小
智
以
上
之
墓
者
、
宜
用
小
石
、
其
帷
帳
等
宜
用
白
布
、
庶
民
亡
時
収
埋
阿
於
地
、
其
帷
帳
等
可
用
麓
布
、
一
日
莫
停
、
凡
王
以
下
庶
民
不

得
営
殖
、
凡
自
畿
内
及
諸
国
等
、
宜
定
一
所
、
而
使
収
埋
、
不
得
汗
稜
散
埋
処
処
、
（
下
略
）
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と
あ
る
ご
と
く
、
厚
葬
の
経
済
的
弊
害
を
説
き
、
そ
の
風
を
改
め
よ
う
と
し
て
身
分
に
よ
る
喪
礼
の
様
式
を
分
明
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

当
該
詔
が
『
三
国
志
』
の
記
事
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
魏
の
文
帝
の
薄
葬
令
に
、

　
冬
十
月
甲
子
、
表
首
陽
山
東
為
寿
陵
、
作
終
制
日
。
礼
、
国
君
、
即
位
為
稗
、
騨
賭
駄
存
不
亡
也
。
昔
尭
葬
穀
林
、
通
樹
之
、
萬
葬
会
稽
、
農
不
易
畝
、

　
故
葬
於
山
林
、
則
合
乎
山
林
。
封
樹
之
制
、
非
上
古
也
、
吾
無
取
焉
。
寿
陵
因
山
為
体
、
無
為
封
樹
、
無
立
寝
殿
、
造
園
邑
、
通
神
道
。
夫
葬
也
者
、

　
蔵
也
、
欲
人
之
不
得
見
也
。
骨
無
痛
痒
之
知
、
家
非
棲
神
之
宅
、
礼
不
墓
祭
、
欲
存
亡
之
不
頚
也
。
為
棺
榔
足
以
朽
骨
、
衣
衿
足
以
朽
肉
而
已
。
故
吾

　
営
此
丘
嘘
不
食
之
地
、
欲
使
易
代
之
後
不
知
其
処
。
無
施
葦
炭
、
無
蔵
金
銀
銅
鉄
、
一
以
瓦
器
、
合
古
塗
車
、
鯛
霊
之
義
。
棺
但
漆
際
会
三
過
、
飯
含

　
無
以
珠
玉
、
無
施
珠
儒
玉
厘
、
諸
愚
俗
所
為
也
。
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
見
え
る
を
範
と
し
、
古
く
よ
り
厚
葬
の
弊
に
悩
み
諸
種
そ
の
対
策
を
講
じ
て
き
た
大
陸
の
例
に
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
文
帝
の
薄
葬
令
に
は
さ
ら
に
、

　
喪
乱
以
来
、
漢
氏
諸
陵
無
不
発
掘
、
至
乃
焼
取
玉
厘
金
鐘
、
骸
骨
井
尽
、
是
焚
如
之
刑
、
豊
不
重
痛
哉
、
禍
由
乎
厚
葬
封
樹
。

と
あ
っ
て
、
厚
葬
の
風
が
盗
掘
を
誘
発
し
そ
の
結
果
陵
墓
が
侵
害
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

な
厚
葬
と
盗
掘
の
関
係
は
、
す
で
に
『
呂
氏
春
秋
』
な
ど
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
盗
掘
を
戒
め
る
法
の
厳
格
な
る
こ
と
、

上
述
の
通
り
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
大
陸
の
薄
葬
令
の
主
た
る
目
的
は
、
盗
掘
を
未
然
に
防
止
し
、
陵
墳
墓
を
安
寧
に
保
つ
点
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
然
る
に
本
朝
の
場
合
、
大
化
の
薄
葬
詔
で
も
文
帝
紀
の
盗
掘
の
危
惧
を
述
べ
た
箇
所
ま
で
は
引
用
せ
ず
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

た
延
暦
十
一
年
七
月
に
薄
葬
を
命
じ
た
格
も
、

　
太
政
官
符

　
　
応
禁
断
両
京
僑
奢
喪
儀
事

右
被
右
大
臣
宣
称
、
奉
　
勅
、
送
終
之
礼
必
従
省
要
、
如
聞
、
豪
富
之
室
、
市
郭
之
人
、
猶
競
奢
靡
不
遵
典
法
、

類
不
可
勝
言
、
貴
賎
既
無
等
差
、
資
財
空
為
損
耗
、
既
竃
之
後
酎
酔
而
帰
、
非
唯
麟
損
風
教
、
実
亦
深
轟
公
私
、

使
更
然
、
其
有
官
司
相
知
故
縦
者
、
与
所
犯
人
並
科
違
勅
罪
、
価
於
所
在
条
坊
及
要
路
明
加
膀
示
、

遂
敢
妄
結
隊
伍
仮
設
幡
鐘
、
諸
如
此

宜
令
所
司
厳
加
捉
搦
、
自
今
以
後
勿
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延
暦
十
一
年
七
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

と
し
て
、
唐
の
証
聖
元
年
三
月
の
「
禁
喪
葬
喩
礼
制
」
の
、

　
喪
葬
礼
儀
、
蓋
惟
恒
式
、
如
致
乖
越
、
深
轟
公
私
、
廼
有
富
族
豪
家
、
競
相
喩
濫
、
窮
奢
極
修
、
不
遵
典
法
、
至
於
送
終
之
具
、
著
在
条
令
、
明
器
之

　
設
、
皆
有
色
数
、
遂
敢
妄
施
隊
伍
、
仮
設
幡
硝
、
兼
復
創
造
園
宅
、
離
勢
花
樹
、
或
桐
閤
木
馬
、
功
用
尤
多
、
或
告
輿
凶
□
、
繰
飾
殊
貴
、
諸
如
此
類
、

　
不
可
勝
言
、
貴
賎
既
無
等
差
、
資
産
為
其
損
耗
、
既
失
鯛
霊
之
義
、
殊
乖
朴
素
之
儀
、
此
之
葱
違
、
先
已
禁
断
、
州
牧
県
宰
、
不
能
存
心
、
御
史
金

　
吾
、
曽
無
糾
察
、
積
習
成
俗
、
頗
素
舞
章
、
即
宜
各
令
所
司
、
重
更
申
明
処
分
、
自
今
以
後
、
勿
使
更
然
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

を
単
純
に
引
き
写
し
て
い
る
よ
う
に
、
お
よ
そ
わ
が
薄
葬
令
は
、
国
家
財
政
を
案
じ
て
君
主
が
率
先
し
て
葬
送
の
簡
素
化
を
実
行
す
る
こ

と
に
よ
り
、
国
民
に
垂
範
す
る
と
と
も
に
自
ら
の
徳
を
示
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
雛
形
・
先
例
と
し
て
利
用
す
べ
き
は
漢
籍
の
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

辞
麗
句
で
あ
っ
て
、
大
陸
の
複
雑
な
事
情
の
く
だ
り
ま
で
は
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
そ
も
そ
も
大
陸
で
は
、
『
後
漢
書
』
衰
紹
劉
表
伝
に
、

　
又
梁
孝
王
先
帝
母
弟
、
墳
陵
尊
顕
、
松
栢
桑
梓
、
猶
宜
恭
粛
。
操
率
将
吏
士
、
親
臨
発
掘
、
破
棺
裸
月
、
掠
取
金
宝
、
至
令
聖
朝
流
涕
、
士
民
傷
懐
。

　
又
署
発
丘
中
郎
将
、
摸
金
校
尉
、
所
過
殿
突
、
無
骸
不
露
。
（
中
略
）
歴
観
古
今
書
籍
所
載
、
貧
残
虐
烈
無
道
之
臣
、
於
操
為
甚
。

と
あ
り
、
曹
操
が
「
発
丘
中
郎
将
」
や
「
摸
金
校
尉
」
と
い
っ
た
陵
墳
墓
の
発
掘
専
門
官
を
置
い
て
組
織
的
に
盗
掘
を
繰
り
返
し
た
こ
と

や
、
『
同
』
劉
盆
子
伝
に
、

　
乃
復
還
、
発
掘
諸
陵
、
取
其
宝
貨
、
遂
汚
呂
後
月
、
凡
賊
所
発
、
有
玉
匝
瞼
者
率
皆
如
生
、
故
赤
眉
得
多
行
淫
穣
。

と
し
て
、
赤
眉
軍
ら
も
諸
陵
の
侵
害
を
行
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
、
ま
た
『
後
漢
書
』
董
卓
伝
に
も
、

　
又
使
呂
布
発
諸
陵
及
公
卿
已
下
家
墓
・
収
其
珍
宝
、

と
あ
り
、
董
卓
が
初
平
元
年
二
月
に
長
安
に
及
ん
だ
際
、
呂
布
に
命
じ
て
諸
陵
家
墓
か
ら
副
葬
品
を
収
奪
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
特
に
秦
漢
に
よ
る
統
一
国
家
が
崩
壊
し
た
の
ち
は
、
諸
侯
や
反
体
制
組
織
に
よ
る
軍
事
行
動
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に
際
し
て
、
軍
費
に
供
す
る
目
的
で
の
大
小
の
盗
掘
は
各
地
で
盛
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
わ
が
国
で
は
、
国
内
に
お
け
る
大
規
模
な
軍
事
行
動
は
、
大
化
改
新
・
壬
申
の
乱
を
経
て
皇
室
の
権
力
が
強
化
さ
れ
た
の
ち
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

と
ん
ど
発
生
し
え
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
以
前
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
家
内
部
や
諸
豪
族
間
の
対
立
は
陵
墳
墓
の
躁
躍
を
許
す
よ
う
な
形
で
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

開
せ
ず
、
周
囲
の
社
会
も
ま
た
祖
先
崇
拝
を
不
可
侵
の
こ
と
と
し
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
墳
墓
の
殿
損
が
行
わ
れ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

宮
都
や
寺
院
造
営
に
際
し
て
の
土
地
整
備
や
建
築
資
材
の
入
手
と
い
っ
た
、
よ
り
高
い
国
家
的
要
請
を
背
景
に
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

盗
掘
の
横
行
が
史
料
上
で
目
立
ち
始
め
る
の
は
、
概
ね
平
安
後
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

五

宿蔵物の保護に関する一考察

　
以
上
、
宿
蔵
物
の
処
置
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
次
に
纏
め
て
欄
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
わ
が
薄
葬
令
は
、
魏
や
唐
の
詔
を
雛
形
と
す
る
例
の
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
り
う
る
ご
と
く
、
一
見
そ
の
発
布
理
由
を
大
陸
の
制
と
等
し

く
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
大
陸
の
場
合
、
厚
葬
の
盛
行
に
よ
る
経
済
的
疲
弊
を
案
じ
る
よ
り
、
む
し
ろ
副
葬
せ
ら
れ
た

財
物
を
盗
掘
す
る
た
め
陵
墳
墓
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
秦
漢
代
の

統
一
国
家
が
崩
壊
し
て
以
降
、
群
雄
の
割
拠
、
農
民
の
蜂
起
が
相
継
ぎ
、
大
陸
は
中
世
的
分
裂
を
続
け
た
。
こ
の
間
、
混
乱
に
乗
じ
て
盗

掘
を
行
い
、
あ
る
い
は
軍
費
の
調
達
に
厚
葬
陵
墳
墓
の
副
葬
品
を
も
っ
て
充
て
る
よ
う
な
事
件
が
、
史
書
等
の
記
す
以
上
に
頻
発
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
こ
う
し
た
風
土
が
驕
唐
以
降
も
継
承
さ
れ
、
各
地
で
盗
掘
の
横
行
を
許
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
わ
が
国
の
場
合
、
軍
費
に
陵
墳
墓
副
葬
品
を
当
て
に
す
る
よ
う
な
対
内
的
軍
事
行
動
は
、
す
く
な
く
と
も
朝
廷
の
権
威
が
ほ
ぼ
確
立

し
た
大
化
改
新
以
降
は
起
こ
し
得
ず
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
墳
墓
の
副
葬
品
が
大
陸
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
量
・

質
で
し
か
な
い
わ
が
国
に
あ
っ
て
、
社
会
的
非
難
を
相
殺
し
て
な
お
相
当
の
利
益
を
得
る
に
足
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
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い
。
さ
ら
に
個
人
に
よ
る
盗
掘
も
、
周
囲
の
社
会
に
尚
古
蒐
集
の
風
癖
が
な
け
れ
ば
、
衣
服
器
物
等
も
っ
ぱ
ら
日
用
の
も
の
を
窃
取
す
る

程
度
に
留
め
ぬ
限
り
、
村
落
社
会
の
な
か
で
は
直
ち
に
発
覚
し
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
本
朝
の
場
合
、
律
令
制
の
弛
緩
す
る
以
前
に
盗

掘
が
横
行
し
た
可
能
性
は
薄
い
の
で
あ
り
、
墳
墓
の
殿
損
事
件
は
む
し
ろ
宮
都
や
寺
院
の
造
営
と
い
っ
た
国
家
的
事
業
の
際
に
発
生
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
が
国
が
、
山
陵
塚
墓
の
侵
害
防
止
は
宿
蔵
物
報
告
制
や
発
塚
禁
止
な
ど
の
律
令
法
の
規
定
に
委
ね
、
薄

葬
令
発
布
の
理
由
に
つ
い
て
、
濫
費
を
抑
え
る
に
自
ら
範
を
垂
れ
ん
と
す
る
為
政
者
と
し
て
の
自
覚
の
発
露
と
い
う
体
裁
を
保
ち
え
た
の

は
、
大
陸
に
比
し
て
、
未
だ
中
世
的
混
乱
を
経
験
す
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
史
的
状
況
の
相
違
に
よ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か

　
　
（
3
6
）

ろ
う
か
。

410

（
1
）
　
同
法
第
二
条
第
一
項
。

（
2
）
　
同
法
五
七
～
六
八
条
。

（
3
）
　
た
だ
し
義
解
に
「
若
父
祖
自
蔵
、
而
子
孫
見
佃
住
者
、
不
在
中
分
之
限
」
と
あ
る
の
で
、
父
祖
が
埋
蔵
し
た
も
の
を
そ
の
子
孫
が
発
見
し
た

場
合
、
両
者
間
の
折
半
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
同
じ
く
義
解
に
「
依
律
、
借
得
官
田
宅
者
、
以
見
住
及
見
佃
人
為
主
、
若
作
人
及
耕
摯
人
得
者
、
合

与
佃
住
之
主
中
分
、
其
私
田
宅
、
各
有
本
主
、
借
者
不
施
功
力
、
而
作
人
得
者
、
合
与
本
主
中
分
、
借
得
之
人
、
既
非
本
主
、
又
不
施
功
、
不
合

得
分
也
、
」
と
あ
る
の
で
、
借
り
受
け
た
官
地
内
に
お
い
て
作
人
・
耕
作
中
の
者
等
が
発
見
し
た
場
合
は
、
当
該
地
の
借
受
人
た
る
現
住
者
と
発
見

者
の
間
で
折
半
と
し
、
ま
た
私
地
の
借
地
内
で
発
見
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
土
地
所
有
者
と
発
見
者
間
の
折
半
と
な
り
借
地
人
は
物
権
を
主
張

　
し
え
な
か
っ
た
。

（
4
）
　
「
雑
律
」
坐
賊
致
罪
条
逸
文
に
、
「
凡
坐
賊
致
罪
者
、
一
尺
致
十
、
一
端
加
一
等
、
十
二
端
徒
一
年
、
十
二
端
加
一
等
、
罪
止
徒
三
年
、
与
者
減

　
五
等
、
謂
、
非
監
臨
主
司
、
因
事
受
財
者
、
」
と
あ
る
。

（
5
）
　
『
続
日
本
紀
』
巻
十
六
、
天
平
十
八
年
三
月
己
未
条
に
「
形
象
異
常
」
と
あ
る
。

（
6
）
　
『
延
喜
式
』
巻
二
十
一
、
治
部
省
。

（
7
）
　
延
喜
治
部
式
が
掲
げ
る
祥
瑞
の
具
体
例
の
う
ち
、
宿
蔵
物
の
形
で
出
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
を
抽
出
し
て
示
せ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
大
瑞
　
　
玄
珪
明
珠
・
玉
英
・
金
牛
・
玉
馬
・
玉
猛
獣
・
玉
甕
・
神
鼎
・
銀
甕
・
丹
甑

　
　
上
瑞
　
　
白
玉
赤
文
・
紫
玉
・
玉
羊
・
玉
亀
・
玉
牟
・
玉
典
・
玉
瑛
・
黄
金
・
金
勝
・
珊
瑚
鈎
・
壁
瑠
璃
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中
瑞
　
　
地
出
珠
・
陵
出
黒
丹

（
8
）
東
野
治
之
氏
「
飛
鳥
奈
良
朝
の
祥
瑞
災
異
思
想
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
五
九
）
、
同
氏
「
祥
瑞
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
七
）
。

（
9
）
祥
瑞
に
つ
い
て
は
、
『
大
唐
六
典
』
巻
四
、
尚
書
礼
部
に
わ
が
治
部
式
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
あ
り
、
宿
蔵
物
関
係
に
つ
い
て
も
、
量
刑
の
軽

　
重
の
差
は
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
母
法
た
る
唐
の
律
令
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
0
）
　
『
旧
唐
書
』
地
理
志
、
河
南
道
。

（
n
）
　
『
旧
唐
書
』
地
理
志
、
河
東
道
。

（
12
）
　
た
と
え
ば
『
続
日
本
紀
』
養
老
七
年
十
月
乙
卯
条
や
天
平
三
年
十
二
月
乙
未
条
、
同
十
八
年
三
月
己
未
条
、
延
暦
四
年
五
月
癸
丑
条
な
ど
に
は
、

　
熊
氏
や
孫
氏
の
「
瑞
応
図
」
、
「
孝
経
援
神
契
」
、
「
符
瑞
図
」
等
の
図
諜
類
に
よ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

（
1
3
）
　
『
日
本
三
代
実
録
』
巻
十
六
、
貞
観
十
一
年
七
月
八
日
条
。

（
1
4
）
　
『
続
日
本
後
紀
』
巻
八
、
承
和
六
年
十
月
乙
丑
条
。
な
お
、
こ
う
し
た
石
鎌
様
の
も
の
が
降
っ
た
例
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』
巻
四
十
五
、
元
慶

　
八
年
九
月
二
十
九
日
条
、
『
同
』
巻
四
十
八
、
仁
和
元
年
十
一
月
二
十
一
日
条
、
『
同
』
巻
四
十
九
、
仁
和
二
年
四
月
十
七
日
条
に
も
見
ら
れ
る
が
、

　
斎
藤
忠
氏
は
こ
れ
ら
を
石
鎌
発
見
記
事
と
理
解
し
て
お
ら
れ
る
（
同
氏
『
年
表
で
見
る
日
本
の
発
掘
・
発
見
史
』
①
）
。

（
1
5
）
　
唐
律
は
、
遺
体
の
有
無
を
問
わ
ず
と
し
て
い
る
。

（
1
6
）
唐
律
は
、
棺
榔
の
な
い
墓
に
お
い
て
遺
体
に
到
達
し
た
場
合
も
同
じ
と
す
る
。

（
1
7
）
　
「
喪
葬
令
」
立
碑
条
に
、
「
凡
墓
皆
立
碑
、
繍
ゲ
牌
胡
副
酬
巧
鱗
蚊
髄
鰍
伝
F
轍
騙
銘
諏
加
躍
ゴ
肱
日
彼
記
具
官
姓
名
之
墓
、
鰍
転
創
諏
勲
識
騨
舘
岩
副
期
懐
賠
柳

　
伽
纏
嘱
ズ
沽
㌶
読
働
ガ
蛛
駈
袈
羅
喉
」
と
あ
り
、
三
位
以
上
の
墓
に
は
官
姓
名
等
を
刻
ん
だ
石
碑
を
建
て
た
と
い
う
。

（
1
8
）
　
「
名
例
律
」
謀
大
逆
条
に
「
二
日
、
謀
大
逆
、
謂
、
謀
殿
山
陵
及
宮
闘
、
欄
酢
硝
凱
堕
羅
猷
獣
ガ
不
講
號
蛭
膨
囎
鯉
鰍
遊
」
と
あ
る
。

（
1
9
）
　
「
賊
盗
律
謀
」
謀
反
条
。

（
2
0
）
　
「
賊
盗
律
」
山
陵
条
に
「
凡
盗
山
陵
内
木
者
、
杖
一
百
、
草
者
減
三
等
、
舗
r
糟
前
骸
韓
撚
不
若
盗
他
人
墓
螢
内
樹
者
、
杖
七
十
、
嚇
膜
腓
麟

瀦
㌦
鱗
難
菓
」
と
あ
る
．

（
2
1
）
　
た
と
え
ば
唐
律
で
は
、
発
家
の
未
徹
は
徒
三
年
、
発
徹
が
加
役
流
、
開
棺
榔
は
絞
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
（
『
故
唐
律
疏
議
』
三
、
賊
盗
）
。

（　　（　　（　　（

25242322
）　　）　　）　　）

『
漢
書
』
地
理
志
。

『
三
国
志
』
巻
二
、
魏
書
、
文
帝
紀
、
黄
初
三
年
十
月
甲
子
条
。

両
者
の
同
一
箇
所
に
傍
線
を
施
し
た
の
で
、
比
較
さ
れ
た
い
。

『
呂
氏
春
秋
』
安
死
に
、
「
今
有
人
干
此
、
為
石
銘
置
之
塑
上
、
日
、

此
其
中
之
物
、
具
珠
玉
玩
好
財
物
宝
器
甚
多
、
不
可
不
掘
、
掘
之
必
大
富
、
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世
世
乗
車
食
肉
。
人
必
相
与
笑
之
、
以
為
大
惑
。
世
之
厚
葬
也
有
似
干
此
。
自
古
及
今
、
未
有
不
亡
之
国
也
。
無
不
亡
之
国
者
、
是
無
不
掘
之
墓
也
。

　
以
耳
目
所
聞
見
、
斉
、
荊
、
燕
嘗
亡
臭
、
宋
、
中
山
已
亡
茱
、
趙
、
魏
、
韓
皆
亡
突
。
其
皆
故
国
芙
。
自
此
以
上
者
、
亡
国
不
可
勝
数
、
是
故
大
墓

　
無
不
掘
也
。
」
と
あ
る
。

（
2
6
）
　
大
陸
の
薄
葬
令
に
は
、
本
文
で
触
れ
た
黄
初
三
年
十
月
令
・
証
聖
元
年
三
月
令
の
ほ
か
に
も
、
多
く
の
場
合
こ
う
し
た
盗
掘
を
危
惧
す
る
文
言

　
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

　
○
貞
観
十
七
年
三
月
「
戒
厚
葬
詔
」
（
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
八
十
、
喪
制
。
た
だ
し
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
九
、
帝
王
部
、
革
弊
一
は
同
年
同
月
壬
子

　
　
詔
と
す
る
。
）

　
　
　
朕
聞
死
者
終
也
、
欲
物
之
反
於
真
也
、
葬
者
蔵
也
、
欲
人
之
不
得
見
也
、
上
古
垂
風
、
未
聞
於
封
樹
、
後
聖
胎
範
、
始
備
於
棺
榔
、
識
借
修
者

　
　
　
非
愛
其
厚
費
、
美
倹
薄
者
実
貴
於
無
危
、
是
以
唐
尭
聖
帝
也
、
穀
林
有
通
樹
之
説
、
秦
穆
明
君
也
、
奨
泉
無
丘
墾
之
処
、
仲
尼
孝
子
也
、
防
墓

　
　
　
不
墳
、
延
陵
慈
父
也
、
磁
博
可
隠
、
泊
乎
閨
盧
違
礼
、
珠
玉
為
烏
几
鵬
、
始
皇
無
度
、
水
銀
如
江
海
、
因
多
蔵
以
速
禍
、
由
有
利
以
招
辱
、
朕
居

　
　
　
四
海
之
尊
、
承
百
王
之
弊
、
未
明
求
衣
、
中
宵
載
場
、
雛
送
往
之
典
、
詳
諸
儀
制
、
失
礼
之
禁
、
著
在
刑
書
、
而
勲
戚
之
家
、
或
流
遁
於
習
俗
、

　
　
　
闊
閣
之
内
、
或
修
靡
而
傷
風
、
以
厚
葬
為
奉
終
、
高
墳
為
行
孝
、
遂
使
衣
衿
棺
榔
、
極
彫
刻
之
華
、
鯛
霊
明
器
、
窮
金
玉
之
費
、
富
者
越
法
度

　
　
　
以
相
高
、
貧
者
破
資
産
以
不
逮
、
徒
傷
教
義
、
無
益
泉
壌
、
為
害
既
深
、
宜
有
懲
革
、
其
公
以
下
、
愛
及
黎
庶
、
送
終
之
具
、
有
乖
令
式
者
、

　
　
　
明
加
検
察
、
随
状
科
罪
、
在
京
五
品
以
上
及
勲
戚
之
家
、
録
状
聞
奏
、

　
○
開
元
二
年
八
月
「
誠
厚
葬
勅
」
（
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
八
十
、
喪
制
。
な
お
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
九
、
帝
王
部
、
革
弊
一
、
は
同
二
年
九
月
甲
寅

　
　
詔
と
す
る
。
）

　
　
　
自
古
帝
王
、
皆
以
厚
葬
為
誠
、
以
其
無
益
於
亡
者
、
有
損
於
生
業
故
也
、
近
代
以
来
、
共
行
奢
靡
、
迭
相
倣
倣
浸
成
風
俗
、
馨
蜴
家
産
、
多
至

　
　
　
凋
弊
、
然
則
魂
碗
帰
天
、
明
精
識
之
已
遠
、
卜
宅
於
地
、
蓋
思
慕
之
所
存
、
古
者
不
封
、
未
為
非
達
、
且
墓
為
真
宅
、
自
有
便
房
、
今
乃
別
造

　
　
　
田
園
、
名
為
下
帳
、
又
明
器
等
物
、
皆
競
驕
修
、
失
礼
違
令
、
殊
非
所
宜
、
鐵
屍
暴
骸
、
実
由
於
此
、
承
前
錐
有
約
束
、
所
司
曽
不
申
明
、
葬

　
　
　
喪
之
家
、
無
所
依
準
、
宜
令
所
司
、
拠
品
命
高
下
、
明
為
節
制
、
明
器
等
物
、
価
定
色
数
、
長
短
大
小
、
園
宅
下
帳
、
並
宜
禁
絶
、
墳
墓
営
域
、

　
　
　
務
遵
簡
倹
、
凡
諸
送
終
之
具
、
並
不
得
以
金
銀
以
飾
、
如
有
違
犯
者
、
先
決
杖
一
百
、
州
県
長
官
不
能
挙
察
、
並
脱
授
遠
官
、

　
の
ご
と
く
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
禁
制
事
所
収
、
延
暦
十
一
年
七
月
廿
七
日
付
太
政
官
符
「
応
禁
断
両
京
僧
奢
喪
儀
事
」
。

（
2
8
）
　
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
八
十
、
喪
制
。

（
2
9
）
　
こ
れ
も
両
者
の
同
一
箇
所
に
傍
線
を
施
し
た
の
で
、
比
較
さ
れ
た
い
。
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（
3
0
）
　
薄
葬
を
指
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
記
事
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』
巻
廿
二
、
推
古
辮
六
年
九
月
戊
子
条
、
『
同
』
巻
廿
七
、
天

　
智
六
年
二
月
戊
午
条
、
『
続
日
本
紀
』
巻
二
、
大
宝
二
年
十
二
月
甲
寅
条
、
『
同
』
巻
八
、
養
老
五
年
十
月
丁
亥
条
、
『
続
日
本
後
紀
』
巻
九
、
承
和

　
七
年
五
月
辛
巳
条
、
『
同
』
巻
二
十
、
嘉
承
三
年
三
月
癸
卯
条
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
文
言
中
に
盗
掘
の
危
惧
や
そ
の
予
防
を
謳
っ

　
て
い
な
い
。

（
3
1
）
　
『
後
漢
書
』
巻
七
十
四
上
、
列
伝
第
六
十
四
上
、
蓑
紹
劉
表
伝
。

（
32
）
　
律
令
期
に
国
内
で
大
規
模
な
軍
事
行
動
が
発
生
し
た
こ
と
は
希
で
あ
り
、
蝦
夷
征
討
の
ほ
か
、
天
平
十
二
年
の
藤
原
広
嗣
の
乱
、
天
平
宝
字
八

　
年
の
恵
美
押
勝
の
乱
な
ど
の
例
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
山
陵
の
あ
る
地
か
ら
は
遠
隔
で
あ
っ
た
り
、
律
令
国
家
体
制
を
肯
定
し
た
上
で
の
権
力

　
闘
争
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
陵
墓
副
葬
物
に
手
を
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
3
3
）
　
『
日
本
書
紀
』
巻
十
五
、
顕
宗
天
皇
二
年
八
月
己
未
条
に
は
、
父
の
市
辺
押
磐
皇
子
を
殺
害
し
た
大
泊
瀬
天
皇
（
雄
略
）
に
報
復
す
る
た
め
、

　
顕
宗
天
皇
が
「
願
壊
其
陵
捲
骨
投
散
」
と
し
て
雄
略
陵
を
破
壊
し
よ
う
と
し
た
際
、
兄
の
億
計
王
に
諌
め
ら
れ
て
中
止
し
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

　
そ
の
際
億
計
王
は
「
忍
壊
陵
墓
、
誰
人
主
以
奉
天
之
霊
、
」
「
殿
陵
翻
見
於
華
商
、
億
計
恐
其
不
可
以
位
国
子
民
也
、
」
と
し
て
、
た
と
え
仇
を
晴
ら

　
す
た
め
で
あ
っ
て
も
陵
墓
の
破
壊
が
天
下
の
指
示
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
3
4
）
　
『
日
本
書
紀
』
巻
廿
五
、
白
雑
元
年
十
月
条
に
は
、
「
冬
十
月
、
為
入
宮
地
所
壊
丘
墓
及
被
遷
人
者
、
賜
物
各
有
差
、
」
と
あ
っ
て
、
難
波
長
柄

　
豊
碕
宮
の
建
設
に
際
し
て
、
墳
墓
の
破
壊
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
ま
た
藤
原
京
の
造
営
に
お
い
て
も
、
整
地
に
あ
た
り
墳
墓
の
破
壊
が
行

　
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
』
　
一
五
・
一
六
・
一
七
）
。
さ
ら
に
、

　
『
続
日
本
紀
』
巻
四
、
和
銅
二
年
十
月
癸
巳
条
に
「
勅
、
造
平
城
京
使
、
若
彼
墳
朧
、
見
発
掘
者
、
随
即
埋
飲
、
勿
使
露
棄
、
普
加
祭
醇
、
以
慰
幽

　
魂
、
」
と
あ
り
、
平
城
京
造
営
に
際
し
て
破
壊
さ
れ
た
墳
墓
の
改
葬
を
命
じ
て
い
る
が
、
事
実
、
平
城
宮
北
辺
付
近
に
あ
る
市
庭
古
墳
や
神
明
野
古

　
墳
が
都
城
造
営
時
に
削
平
さ
れ
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
皿
・
皿
）
。
こ
れ
ら
宮
都
造
営
の

　
ほ
か
、
寺
院
の
建
立
に
際
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
発
生
し
た
ご
と
く
で
、
宝
亀
十
一
年
十
二
月
四
日
の
格
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
禁
制
事
所

　
収
）
で
は
、

　
　
太
政
官
符

　
　
　
応
禁
制
壊
墳
墓
事

　
　
右
被
内
大
臣
宣
称
、
奉
　
勅
、
如
聞
、
造
寺
悉
壊
墳
墓
採
用
其
石
、
非
唯
及
苦
鬼
神
、
実
亦
致
憂
子
孫
、
宜
布
告
天
下
尽
令
禁
制
、
自
今
以
後
莫

　
　
令
更
然
、

　
　
　
　
宝
亀
十
一
年
十
二
月
四
日
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と
し
て
、
造
寺
の
際
に
石
材
を
採
る
な
ど
の
目
的
で
墳
墓
を
破
壊
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
大
安
寺
旧
境
内
に
あ
る
杉
山
古
墳
に

同
寺
の
瓦
を
焼
く
た
め
の
瓦
窯
が
築
か
れ
て
、
少
な
く
と
も
平
安
後
期
ま
で
操
業
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研

究
所
附
属
博
物
館
『
大
和
を
掘
る
』
即
）
が
、
こ
の
よ
う
に
副
葬
品
盗
掘
以
外
に
も
様
々
な
理
由
で
墳
墓
の
形
状
変
更
や
破
壊
が
お
こ
な
わ
れ
た
の

　
で
あ
っ
た
。
な
お
『
本
朝
世
紀
』
に
は
、

　
　
久
安
五
年
十
月
光
日
戊
寅
、
今
日
右
少
史
惟
宗
時
重
下
向
南
都
、
是
為
実
検
聖
武
天
皇
山
陵
也
、
去
十
日
、
東
大
寺
所
司
等
訴
申
云
、
件
山
陵
去

　
　
七
月
、
為
興
福
寺
上
座
信
実
被
掻
堀
之
由
云
云
、

　
　
左
弁
官
下
大
和
国

　
　
　
応
遣
使
実
検
言
上
東
大
寺
所
司
等
言
上
堀
頽
本
願
聖
武
天
皇
山
陵
運
取
数
多
大
石
等
事

　
　
　
使
右
少
史
惟
宗
時
重
　
　
　
従
伍
人

　
　
　
　
左
史
生
　
　
　
　
　
　
　
従
参
人

　
　
　
　
右
史
生
　
　
　
　
　
　
　
従
参
人

　
　
　
　
使
部
煎
人
　
　
　
　
　
　
従
各
壼
人

　
　
　
副
下
東
大
寺
解
状
井
山
陵
給
面
延
喜
式
文
事
、

　
　
右
左
大
臣
宣
、
奉
勅
堀
頽
彼
山
陵
、
運
取
大
石
等
之
事
、
為
令
実
検
言
上
、
差
件
人
等
宛
発
遣
如
件
者
、
国
宜
承
知
、
使
者
経
彼
之
間
、
依
例
勤

　
　
供
給
、
官
符
追
下
、

　
　
　
　
久
安
五
年
十
月
升
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
史
小
槻
宿
禰
師
経

　
　
　
右
少
弁
平
朝
臣
範
家

　
　
十
一
月
廿
五
日
癸
卯
、
今
日
実
検
山
陵
之
使
、
右
少
史
時
重
帰
洛
、
信
実
陳
申
云
、
信
実
弟
子
権
上
座
玄
実
、
為
造
持
仏
堂
、
奈
保
山
石
少
々
所

　
　
引
也
、
聖
武
天
皇
山
陵
者
在
佐
保
山
所
在
、
此
山
者
元
正
天
皇
山
陵
也
、
所
曵
之
石
、
兆
域
之
外
也
、
東
大
寺
所
司
申
云
、
佐
保
山
奈
保
山
是
一

　
　
所
異
名
也
者
、
難
一
決
、
子
細
見
干
問
註
記
了
、

　
と
あ
り
、
久
安
五
年
に
興
福
寺
上
座
僧
が
持
仏
堂
建
立
の
た
め
奈
保
山
の
石
を
運
び
出
し
、
こ
れ
が
聖
武
天
皇
の
山
陵
の
破
壊
に
あ
た
る
と
し
て
東

大
寺
所
司
に
訴
え
ら
れ
た
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
　
『
扶
桑
略
紀
』
巻
二
十
九
に
は
、

　
　
「
康
平
三
年
六
月
二
日
、
河
内
国
司
、
言
上
盗
人
掻
推
古
天
皇
山
陵
之
由
、
」

　
　
「
康
平
六
年
五
月
十
三
日
、
発
遣
山
陵
使
、
是
依
去
三
月
盗
人
掻
池
後
山
陵
掠
奪
宝
物
也
、
九
月
廿
六
日
、
被
定
山
稜
宝
物
等
如
旧
可
返
納
之
状
、
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紀
伝
明
経
等
諸
道
勘
文
、
井
犯
人
罪
名
被
勘
法
家
、
十
月
十
七
日
、
興
福
寺
僧
静
範
、
坐
山
陵
事
配
流
伊
豆
国
、
縁
坐
者
十
六
人
、
僧
俗
共
配
流

　
　
安
房
常
陸
佐
渡
隠
岐
土
佐
等
国
、
此
日
立
興
福
寺
使
、
参
議
左
大
弁
藤
原
経
家
卿
、
少
納
言
源
師
賢
等
為
遠
流
寺
家
僧
被
告
其
由
也
、
」

　
と
し
て
、
い
ず
れ
も
陵
墓
の
副
葬
品
を
狙
っ
た
盗
掘
事
件
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
嘉
禎
元
年
三
月
に
は
、
『
阿
不
幾
之
山
陵
記
』
（
『
改
定
史
籍
集

覧
』
二
七
）
で
知
ら
れ
る
天
武
・
持
統
陵
の
盗
掘
事
件
が
発
生
し
て
い
る
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
編
『
飛
鳥
の
王
陵
』
）
。
な
お
、

　
わ
が
国
の
発
掘
・
発
見
史
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
忠
氏
『
年
表
で
み
る
日
本
の
発
掘
・
発
見
史
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
、
玉
利
勲
氏
『
墓
盗
人
と
贋

物
づ
く
り
』
（
平
凡
社
）
な
ど
が
あ
り
、
中
国
に
つ
い
て
は
周
蘇
平
氏
『
中
国
古
代
喪
葬
習
俗
』
（
陳
西
人
民
出
版
社
）
が
簡
潔
で
参
考
と
な
る
。

（
3
6
）
　
も
っ
と
も
、
大
陸
に
お
い
て
薄
葬
令
に
よ
る
副
葬
品
の
簡
素
化
が
完
全
に
盗
掘
防
止
の
効
果
を
有
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
り
、
た
と
え
ば

　
『
東
軒
筆
録
』
に
よ
れ
ば
、
厚
葬
と
薄
葬
の
塚
が
ほ
ぼ
同
時
に
盗
掘
さ
れ
た
際
、
前
者
は
副
葬
品
を
窃
取
さ
れ
た
も
の
の
、
「
遂
完
其
棺
襯
、
以
掩
覆

其
穴
」
と
し
て
被
害
は
遺
体
に
ま
で
至
ら
ず
、
後
者
は
無
駄
骨
の
腹
癒
せ
に
「
遂
以
刀
斧
壁
砕
其
骨
而
出
」
と
し
て
遺
骨
が
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
っ

　
た
と
い
う
。
結
局
、
効
果
的
な
盗
掘
防
止
策
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。
周
蘇
平
氏
『
前
掲
書
』
参
照
。

宿蔵物の保護に関する一考察
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